
はじめに

この「青梅市こども計画」は、こども基本法の基本理

念を踏まえるとともに、「第２期青梅市子ども・子育て

支援事業計画」および同計画に包含する「次世代育成」、

「子ども・若者育成」、「こどもの貧困対策」の諸事業に

加え、新たに「少子化対策」を盛り込み、こども大綱が

示す「こどもまんなか社会」の実現に向けたこども施策

への取り組みについて、令和７年度を初年度とする令

和１１年度までの５年間の計画としてまとめたもので

す。

計画の策定にあたっては、保護者や中学生・高校生を

対象としたこども・子育て推進に関する実態調査や、小

学生から高校生までを対象としたこどもアンケート、

１８歳から３９歳までを対象とした若者アンケートを

実施いたしました。加えて、小・中学生、高校生、若者

から直接意見を聞く機会を設け、パブリックコメント

の実施を経て、多くのこどもたちや市民の皆さまの意

見を取り入れた計画といたしました。

この計画におけるこども施策を着実に実施し、全て

のこどもが誰一人取り残されることなく、将来への希

望を持って健やかに育っていく「こどもがまんなかの

まちづくり」の実現に向け、未来を担う青梅市に関わる

全てのこどもたちの幸福な成長と自己実現を促進して

いきたいと考えております。

なお、第７次青梅市総合長期計画で定めた「青梅市こ

ども基本条例（仮）」の制定については、「子どもの権利

条約」の精神にのっとり、こどもや若者、市民との対話

を積み重ね、作り上げていきたいと考えております。

結びに、この計画の策定にあたり御尽力いただきまし

た青梅市子ども・子育て会議の委員の皆さまをはじめ、

各種調査や意見聴取に御協力をいただきました多くの

こどもたちや市民の皆さまに心から感謝申し上げます。

令和７年３月

青梅市長

大勢待 利 明
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